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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第67期
第１四半期
累計期間

第68期
第１四半期
累計期間

第67期

会計期間

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日

売上高（百万円） 2,375 2,056 9,530

経常損益（△は損失）（百万円） 33 △110 4

四半期（当期）純損失（△）

（百万円）
△32 △126 △169

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
－ － －

資本金（百万円） 3,772 3,772 3,772

発行済株式総数（千株） 24,654 24,654 24,654

純資産額（百万円） 6,704 6,443 6,568

総資産額（百万円） 9,552 9,793 9,592

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）
△1.41 △5.47 △7.36

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） 70.2 65.8 68.5

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であ

り、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社

における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　文中における将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。　　　

(重要事象等について）

　当社は、当第１四半期累計期間において99百万円の営業損失を計上し、前々期まで２期連続して営業損失を計上して

おります。当該状況により継続企業の前提に関する重要な事象等が存在しております。 

　当該状況を解消すべく、ダイヤモンド専門店化と営業組織の強化を骨子とした新中期経営計画を策定し、計画の達成

に向け取り組むことで収益力の回復を図ってまいりました。 

　また、当社は、従来より日本ＧＥ株式会社と、リボルビング・ローン契約を締結しておりますが、平成23年７月１日付

で極度額を20億円に増額する変更契約を締結いたしました。

　以上の結果、継続企業の前提に関する重要な不確実性は、認められないものと判断しております。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間における、経営上の重要な契約等は以下のとおりであります。

　

（融資契約の締結）　

　当社は、従来より日本ＧＥ株式会社と、リボルビング・ローン契約を締結しておりますが、平成23年７月１日付で極

度額を20億円に増額する変更契約を締結いたしました。詳細につきましては「第４　経理の状況　１.四半期財務諸表　

注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。　

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、本年３月に発生した東日本大震災とそれに伴う電力不足などによ

り企業の生産活動は著しく低下したものの、サプライチェーンの急速な復旧に伴い回復基調にあります。一方、急激

な円高や電力不足の長期化等の不安材料も多く、景気の先行きは依然として不透明なまま推移いたしました。

　宝飾品小売業界におきましては、大震災後の自粛ムードや地金の高騰等により極めて厳しい状況となっておりま

す。

　このような状況のもと、当社は３店舗の出店及び２店舗の退店を実施いたしました。　

　以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は2,056百万円（前年同四半期比13.4％減）、営業損失は99百万円

（前年同四半期は営業利益33百万円）、経常損失は110百万円（前年同四半期は経常利益33百万円）、四半期純損失

は126百万円（前年同四半期は四半期純損失32百万円）となりました。　　

　セグメント別の業績は、以下のとおりであります。　

　当社は、事業を展開する分野別に事業部門を設置し、仕入・販売の一貫した事業活動を展開しており、この事業部

門を基準として、「宝飾事業」と「ブランド事業」の２つを事業セグメントとしております。

　宝飾事業におきましては、売上高の伸長ではなく収益性の向上を図るため、商品構成の見直しとサプライチェーン

の構築等による商品開発力の強化と商品原価の引下げ交渉を行い、収益の確保に向けた体制づくりを実施してまい

りました。その結果、当第１四半期累計期間での粗利益率の改善は5.5％となり、外部顧客に対する売上高は2,030百

万円となり、セグメント利益は219百万円となりました。

　ブランド事業におきましては、新規出店２店舗と有名百貨店でのイベント出店を行い、知名度向上に取り組んでま

いりました。その結果、外部顧客への売上高は26百万円となり、セグメント利益は△74百万円となりました。

　

（２）財政状態の分析

（資産）　

　当第１四半期会計期間末における資産合計は9,793百万円となり、前事業年度末に比べ201百万円の増加となりま

した。これは主に、現金及び預金が減少したものの、商品、受取手形及び売掛金が増加したこと等によるものであり

ます。

（負債）

　当第１四半期会計期間末における負債合計は3,349百万円となり、前事業年度末に比べ325百万円の増加となりま

した。これは主に、支払手形及び買掛金が減少したものの、短期借入金が増加したこと等によるものであります。

（純資産）

　当第１四半期会計期間末における純資産合計は6,443百万円となり、前事業年度末に比べ124百万円の減少となり

ました。これは主に、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものであります。 
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

　　　当社は、平成22年５月14日に開示いたしました中期経営計画の基本戦略を再検討すると共に、以下の諸施策を的確・

迅速且つ機動的・効果的に実施するために、平成23年４月５日付にて、組織の大幅な改定を実施いたしました。

　　　前期に引き続きまして、より精度高く、新組織を機動的且つ効果的に運営することにより、中期経営計画の達成に注力

してまいります。

中期経営計画の基本戦略

① 営業戦略　

　・ベリテブランドのリポジショニング

  ・改装による設備投資効果の最大化　

  ・ダイヤモンド専門店化を目的とした新規出店　 

② 商品戦略

　・グループ企業との垂直統合

　・店規模別・エリア別商品政策

　・在庫の選択と集中

③ 人事戦略

　・適正な労働分配率による予算コントロール

　・人財育成によるプロフェッショナル集団の醸成

　・戦略性・柔軟性・機動性を兼ね備えた営業重視の組織の構築

　以上の基本戦略に基づき、中期経営計画の達成を図り、新組織体制の検証並びに最小コストにて最大利益を生む組

織集団を構築し、引き続きシフト管理の徹底により適正な労働分配率による人件費コントロール強化と共に、効果的

なインセンティブ制度の導入・実施による社員のモチベーションアップにも鋭意取り組んでまいります。

　さらに、適正在庫管理の維持向上を図るとともに新規ブランドであります「PANDORA」の事業確立並びに出店を推

進しブランドの強化を図ってまいります。

　

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。

　

（５）重要事象等について　

　当社は、「第２　事業の状況　１　事業等のリスク　（重要事象等について）」に記載のとおり、継続企業の前提に関

する重要事象等が存在すると考えております。

　当該状況を解消すべく、ダイヤモンド専門店化と営業組織の強化を骨子とした新中期経営計画を策定し、計画の達

成に向け取り組むことで収益力の回復を図ってまいりました。 

　また、当社は、従来より日本ＧＥ株式会社と、リボルビング・ローン契約を締結しておりますが、平成23年７月１日

付で極度額を20億円に増額する変更契約を締結いたしました。　 

　以上の結果、継続企業の前提に関する重要な不確実性は、認められないものと判断しております。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成23年８月15日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 24,654,825 24,654,825東京証券取引所市場第二部 単元株式数1,000株

計 24,654,825 24,654,825 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（千株）

発行済株式総数
残高（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

 資本準備金
 増減額
（百万円）

 資本準備金
 残高
（百万円）

平成23年４月１日～

平成23年６月30日
－　　 24,654 　－ 3,772    － 3,521

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

 平成23年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,599,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 22,926,000 22,926  　　　－

単元未満株式 普通株式 129,825 －
一単元（1,000株）未

満の株式

発行済株式総数 　 24,654,825 － －

総株主の議決権  － 22,926 －

（注）「単元未満株式」の株式数の欄には当社所有の自己株式422株が含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成23年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社ベリテ
神奈川県横浜市神奈川区

鶴屋町三丁目33番８号
1,599,000        － 1,599,0006.48

計 － 1,599,000        － 1,599,0006.48

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23

年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、霞が関監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。　
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,591 1,257

受取手形及び売掛金 469 545

商品 4,459 4,806

その他 494 514

貸倒引当金 △25 △20

流動資産合計 6,989 7,104

固定資産

有形固定資産 331 353

無形固定資産 23 24

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,508 1,537

その他 744 788

貸倒引当金 △4 △13

投資その他の資産合計 2,248 2,311

固定資産合計 2,602 2,689

資産合計 9,592 9,793

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,276 1,173

短期借入金 895 1,328

未払法人税等 69 18

返品調整引当金 18 23

その他 395 422

流動負債合計 2,654 2,966

固定負債

長期借入金 200 200

退職給付引当金 115 129

ポイント引当金 42 45

その他 10 7

固定負債合計 369 383

負債合計 3,024 3,349

純資産の部

株主資本

資本金 3,772 3,772

資本剰余金 4,052 4,052

利益剰余金 △910 △1,036

自己株式 △326 △326

株主資本合計 6,588 6,462

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △19 △19

繰延ヘッジ損益 － 1

評価・換算差額等合計 △19 △18

純資産合計 6,568 6,443

負債純資産合計 9,592 9,793
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 2,375 2,056

売上原価 1,164 891

売上総利益 1,210 1,164

販売費及び一般管理費 1,176 1,263

営業利益又は営業損失（△） 33 △99

営業外収益

地金売却益 9 －

受取手数料 8 8

雑収入 3 7

その他 2 1

営業外収益合計 24 17

営業外費用

支払利息 1 7

為替差損 19 13

その他 2 8

営業外費用合計 24 28

経常利益又は経常損失（△） 33 △110

特別利益

前期損益修正益 17 －

ポイント引当金戻入額 21 －

特別利益合計 38 －

特別損失

店舗撤退損 9 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 81 －

その他 0 －

特別損失合計 90 2

税引前四半期純損失（△） △18 △112

法人税、住民税及び事業税 14 13

法人税等調整額 － △0

法人税等合計 14 13

四半期純損失（△） △32 △126
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【追加情報】

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

前事業年度
（平成23年３月31日）

当第１四半期会計期間
（平成23年６月30日）

　受取手形の割引高は、219百万円であります。 　受取手形の割引高は、205百万円であります。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フ

ロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）

は、次のとおりであります。　

前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

減価償却費 21百万円 減価償却費  22百万円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

１．配当金支払額

　　該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日

後となるもの

　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１．配当金支払額

　　該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日

後となるもの

　　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社ベリテ(E03181)

四半期報告書

10/15



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　当社は、宝飾事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期
損益計算書
計上額
（注）２　

宝飾事業
ブランド
事業

計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 2,030 26 2,056 － 2,056
セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 2,030 26 2,056 － 2,056

セグメント利益又は損失（△） 219 △74 145 △244 △99

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△244百万円には、各報告セグメントに配分していない全

社費用244百万円が含まれております。全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、従来量的基準より判断して、セグメント情報の記載を省略しておりましたが、当第１四半期累計期

間より「ブランド事業」の量的な重要性が増したため、「宝飾事業」と「ブランド事業」の２つを報告セグ

メントとしております。

なお、前第１四半期累計期間においては、単一セグメントであったため、セグメント情報の記載は省略して

おります。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。　

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

 １株当たり四半期純損失金額 1円41銭 5円47銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（百万円） △32 △126

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（百万円） △32 △126

普通株式の期中平均株式数（千株） 23,058 23,055

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。　
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（融資契約の締結）

　当社は、従来より日本ＧＥ株式会社と、リボルビング・ローン契約を締結しておりますが、平成23年７月１日付で極度

額を20億円に増額する変更契約を締結いたしました。

　

増額の目的 　 機動的な経営を遂行し、資金調達の安全性を高めるため

増額後極度額 　 20億円

使途 　 運転資金

利率 　 ＴＩＢＯＲ＋3.25％もしくはＬＩＢＯＲ＋3.25％のいずれか高い方

契約期間 　 １.５年（最長３．５年まで延長可能）

変更契約締結日 　 平成23年７月１日

貸付人 　 日本ＧＥ株式会社　

財務制限条項 　 （ⅰ）設備投資額が600百万円を超えないこと（直近12ヵ月）

　 　 （ⅱ）Fixed Charge Coverage Ratio が1.75倍以上であること

　 　 （ⅲ）最低未使用額を常に20百万円以上維持すること

　 　 （ⅳ）自己資本が5,000百万円を下回らないこと

　 　 （ⅴ）在庫回転日数が475日以内であること
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年８月15日

株式会社ベリテ

取締役会　御中

霞が関監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 遠藤　今朝夫　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 野村　　聡　　印

　
　
　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ベリテの平

成23年４月１日から平成24年３月31日までの第68期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23年６月

30日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示

するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ベリテの平成23年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第

１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年７月１日付でリボルビング・ローン契約の極度額を20億円に増

額する変更契約を締結している。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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